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議案第１５号 

 

 

さぬき市みろくふれあい農園条例の廃止について 
 

 

 さぬき市みろくふれあい農園条例を別紙のとおり廃止することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市みろくふれあい農園条例を廃止する条例 

 

さぬき市みろくふれあい農園条例（平成１４年さぬき市条例第１４５号）は、廃

止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６号 

 

 

さぬき市中小企業等振興基本条例の制定について 

 

 

 さぬき市中小企業等振興基本条例を別紙のとおり制定することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

  

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

  



20 

さぬき市中小企業等振興基本条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業等の振興に関する基本理念を定め、市の役割等を明

らかにするとともに、その振興に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経

済の発展及び雇用の創出を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「法」とい

う。）第２条第１項各号に掲げる者であって、市内に事務所又は事業所を有す

るものをいう。 

(2) 小規模企業者 法第２条第５項に規定する者であって、市内に事務所又は事

業所を有するものをいう。 

(3) 小企業者 小規模企業振興基本法（平成２６年法律第９４号）第２条第２項

に規定する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(4) 中小企業等 中小企業者、小規模企業者及び小企業者をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければなら

ない。 

(1) 中小企業等の創意工夫及び自主的な努力を尊重すること。 

(2) 中小企業等の特性に応じた施策を市、中小企業等、商工会、その他関係機関

及び市民が一体となって推進すること。 

（市の役割） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、中小企業

等の振興に係る施策（以下「中小企業等振興施策」という。）を策定し、及び実

施するものとする。 

２ 市は、中小企業等振興施策の策定及び実施に当たっては、国、香川県、商工会

その他関係機関との連携及び協力に努めなければならない。 

３ 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に

留意しつつ、中小企業等の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。 

４ 市は、中小企業等振興施策の策定及び実施に当たっては、経営資源の確保が特

に困難であることが多い小規模企業者及び小企業者に配慮するものとする。 

（中小企業等の役割） 

第５条 中小企業等は、基本理念に基づき、その事業の成長発展を図るとともに、
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地域の活性化に資するよう努めるものとする。 

２ 中小企業等は、雇用の安定、人材の育成、福利厚生の充実その他雇用環境の整

備に努めるものとする。 

３ 中小企業等は、経営能力の向上を図るため、商工会への加入に努めるものとす

る。 

（商工会の役割） 

第６条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業等の自主的な努力及び創意工夫に

よる取組を積極的に支援するものとする。 

２ 商工会は、市が実施する中小企業等振興施策に協力するよう努めるものとする。 

（大企業の役割） 

第７条 大企業者（中小企業等以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を

有するものをいう。）は、中小企業等が地域経済の発展において果たす役割の重

要性に理解を深めるとともに、市が実施する中小企業等振興施策に協力するよう

努めるものとする。 

（市民の理解及び協力） 

第８条 市民は、中小企業等が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要な役割を

果たしていることについて理解を深めるとともに、その健全な発展に協力するよ

う努めるものとする。 

（施策の基本方針） 

第９条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業等振興施策を実施するもの

とする。 

(1) 中小企業等の経営の革新及び経営基盤の安定を図ること。 

(2) 中小企業等の創業を促進すること。 

(3) 中小企業等の人材の雇用及び育成を図ること。 

(4) 中小企業等の販路の開拓を支援すること。 

(5) 地域内の経済循環を促進すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、中小企業等の振興のために必要な施策の推進を

図ること。 

 （財政上の措置） 

第１０条 市は、中小企業等の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

（中小企業等振興審議会） 

第１１条 中小企業等の振興施策を総合的に推進するため、さぬき市中小企業等振

興審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、中小企業等の育成及び振興に関する事項について、市長の諮問に応

じ調査審議する。 
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３ 審議会は、１５人以内の委員をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 中小企業等の代表者 

(3) 商工会の代表者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則

で定める。 

（審議会の庶務） 

第１２条 審議会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（さぬき市商工業振興条例の廃止） 

２ さぬき市商工業振興条例（平成１４年さぬき市条例第１６２号）は、廃止する。 

（さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

３ さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１４年さぬき市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表中「商工業振興審議会の委員」を「中小企業等振興審議会の委員」に改め

る。 

 



23 

議案第１７号 

 

 

さぬき市障害を理由とする差別をなくし共に学び共に生きる 

社会づくり条例の制定について 

 

 

 さぬき市障害を理由とする差別をなくし共に学び共に生きる社会づくり条例を別

紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

  

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市障害を理由とする差別をなくし共に学び共に生きる社会づくり条例 

 

全ての市民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される

権利を有している。 

しかし、依然として障害のある人に対する不当な区別、排除、制限などによる差

別が存在しており、これらが障害のある人の日常生活や社会生活における活動を制

約し、社会参加や自立を妨げる社会的障壁となっている。 

不当な差別的取扱いの多くは、障害や障害のある人に対する誤解や偏見、その他

理解の不足によるものであり、この社会的障壁を取り除くためには、市民一人一人

が身近な問題として障害に関する正しい知識を習得し、障害や障害のある人に対す

る理解を深め、障害のある人とない人との相互理解が促進されなければならない。 

ここに、私たちは、障害のある人もない人も分け隔てなく、全ての市民が同じ地

域に暮らす一員として、「誰もが生き生きと輝いて暮らせる“共生のまち”さぬき

市」の実現を目指して、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、障害を理由とする差別の解消についての基本的理念を定め、

市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障害を理由とす

る差別の解消のための施策等を定めることにより、全ての市民が障害の有無によ

って分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（1）障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）、難病を原因

とする障害その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者

であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な

制限を受ける状態にあるものをいう。 

(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と

なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

(3) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく障害を理由として障害者を排除し、そ

の権利の行使を制限し、その権利を行使する際に条件を付け、その他の障害者

に対する不利益的な取扱いをすることをいう。 

(4) 障害を理由とする差別 不当な差別的取扱いをすること又は合理的配慮の提

供をしないことにより障害者の権利利益を侵害することをいう。 
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(5) 合理的配慮 障害者が現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表

明があった場合又はそれが明らかに認められる場合において、当該障害者が障

害者でない者と同等の権利を行使することができるようにするため、その実施

に伴う負担が過重とならない範囲内で、当該障害者の意向を尊重しながら、そ

の性別、年齢及び障害の状態に応じて、必要かつ適切な現状の変更及び調整等

の措置を行うことをいう。 

(6) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。 

(7) 事業者 市内において事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 障害を理由とする差別を解消し、第 1 条に規定する社会を実現するための

取組は、次の各号に掲げる事項を基本的な理念（以下「基本理念」という。）と

し、社会全体の責任として行わなければならない。 

(1) 全ての障害者は、障害者でない者と等しく基本的人権を享有する個人として

その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する

こと。 

(2) 全ての障害者は、日常生活及び社会生活において、障害者でない者と同等の

機会の提供を受け、及び権利を行使することができること。 

(3) 全ての者は、障害者に対して、障害を理由として差別することその他の権利

利益を侵害する行為をしてはならないこと。 

(4) 全ての者は、障害の多様性及び個別性を認め合い、それぞれの立場を理解し、

相互に協力すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して

必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、不当な差別的取扱いの多くが障害及び障害

者に対する誤解、偏見その他理解の不足から生じていることを踏まえ、障害及び

障害者に対する理解を深めるとともに、前条の規定に基づき市が実施する施策に

協力するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に対する理解を深め、障

害者の性別、年齢、障害の状態等に応じた合理的配慮の提供に努めるとともに、

第４条の規定に基づき市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 

（普及啓発） 

第７条 市は、市民及び事業者に対し、障害及び障害者に対する理解を深めるため

に必要な広報及び啓発を行うものとする。 
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（職員対応要領及び職員研修） 

第８条 市は、職員が合理的配慮を適切に行うための要領（障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以下「障害者差別解消法」

という。）第１０条第１項に規定する要領をいう。）を定めるとともに、職員に

対し、障害を理由とする差別の解消のために必要な研修を行うものとする。 

（相談体制） 

第９条 障害者及びその家族その他の関係者は、市に対し、障害を理由とする差別

に関する相談をすることができる。 

２ 市は、前項の相談を受けたときは、必要に応じ、次に掲げる措置（以下「相談

業務」という。）を行うものとする。 

(1) 相談を受けた事案に係る事実の確認及び調査を行うこと。 

(2) 相談をした者に必要な助言及び情報提供を行うこと。 

(3) 相談を受けた事案に係る関係者間の調整を行うこと。 

(4) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。 

３ 市は、第１項の相談に的確に対応するため、その体制を整備するものとする。 

４ 市は、障害支援事業所（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第３号に規定する事業を

市からの委託により行う事業所をいう。）に、相談業務の全部又は一部を委託す

ることができる。この場合において、市は、当該受託事業所と共同して相談業務

を行うものとする。 

５ 相談業務に従事する者又は相談業務に従事していた者は、正当な理由なく、相

談業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

第１０条 市は、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏

まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、

関係機関により構成する障害者差別解消支援地域協議会（障害者差別解消法第１

７条第１項の協議会をいう。以下「協議会」という。）を組織する。 

２ 協議会は、広域的な連携を図るため、他の市町村と合同で設置することができ

る。 

３ 障害者差別解消法に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項については、

市長が別に定める。 

（障害者計画） 

第１１条 さぬき市障害者計画（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１

条第３項の規定に基づき策定された計画をいう。）の策定又は変更に当たっては、

障害を理由とする差別の解消に関する施策について定めるものとする。 

（財政上の措置） 
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第１２条 市は、障害を理由とする差別の解消に関する施策を推進するため、必要

な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 

 

 

さぬき市防災行政無線施設条例の一部改正について 

 

 

 さぬき市防災行政無線施設条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

  



29 

さぬき市防災行政無線施設条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市防災行政無線施設条例（平成２２年さぬき市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第１号の表中 

「 

遠隔制御装置 さぬき市志度５３８５番地８ さぬき市役所内 

  」 

を 

「 

遠隔制御装置 さぬき市志度５３８５番地８ さぬき市役所内 

さぬき市寒川町石田東甲９３１番地５ さぬき市寒川庁舎内 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年５月１日から施行する。 
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議案第１９号 

 

 

さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 

 さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を別紙のとおり改正するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１４年さぬき市条例第３４

号）の一部を次のように改正する。 

 第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

さぬき市行政財産使用料条例の一部改正について 

 

 

さぬき市行政財産使用料条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市行政財産使用料条例（平成１４年さぬき市条例第５７号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第２条関係） 

学校施設等使用料 

行政財産の名称 基本使用料 冷暖房使用料 

午前 

９時～１２時 

午後 

１３時～１７時 

夜間 

１８時～２２時 

冷房１時

間につき

暖房１時

間につき 

 円 円 円 円 円 

津田小学校体育館 １，５００ １，５００ ３，０００ ― ― 

津田小学校運動場 ２，０００ ２，０００ ４，０００ ― ― 

さぬき南小学校体

育館 

１コート４００

（市外４，０００）

１コート４００

（市外４，０００）

１コート７００

（市外７，０００）

― ― 

さぬき南小学校運

動場 

全面６００

（市外６，０００）

全面６００

（市外６，０００）

全面１，２００

（市外１２，０００）

― ― 

志度小学校体育館 昼間２，５００ ３，２５０ ― ― 

志度小学校運動場 １，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

さぬき北小学校体

育館 

昼間１，０００ １，３００ ― ― 

さぬき北小学校運

動場 

 １，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

寒川小学校体育館 ２，０００ ２，０００ ４，０００ ― ― 

寒川小学校運動場 １，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

長尾小学校体育館 ２，０００ ２，０００ ４，０００ ― ― 

長尾小学校運動場 １，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

造田小学校体育館 ２，０００ ２，０００ ４，０００ ― ― 

造田小学校運動場 １，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

さぬき南中学校体

育館 

２，０００ ２，０００ ４，０００ ― ― 

さぬき南中学校運

動場 

１，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

志度中学校体育館 昼間２，５００ ３，２５０ 昼夜５，０００ 

志度中学校運動場 １，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

長尾中学校体育館 ２，０００ ２，０００ ４，０００ ― ― 

長尾中学校運動場 １，０００ １，０００ ２，０００ ― ― 

長尾中学校

柔剣道場 

武道場 ２，０００ ２，０００ ４，０００ ― ― 

卓球場 １，５００ １，５００ ３，０００ ― ― 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施

行の日以後に使用する行政財産に係る使用料について適用し、同日前に使用する

行政財産に係る使用料については、なお従前の例による。 
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議案第２１号 

 

さぬき市体育館条例の一部改正について 

 

 

さぬき市体育館条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市体育館条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市体育館条例（平成１４年さぬき市条例第９１号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表寒川体育館の項を削る。 

別表第１中 

「 

志度東体育館 

寒川体育館 

神前体育館 

」を 

「 

志度東体育館 

神前体育館 

             」に改める。 

別表第２中「、寒川体育館」を削る。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

  



38 

議案第２２号 

 

 

さぬき市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 

 

 さぬき市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を別紙のとおり改正すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

  



39 

さぬき市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１４年さぬき市条例第１０３号）

の一部を次のように改正する。 

第１４条の見出し中「利率」の前に「保証人及び」を加え、同条中「災害援護資

金は」の次に「、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は」

を加え、「３パーセント」を「１．５パーセント」に改め、同条を同条第２項とし、

同条に第１項として次の１項を加える。 

災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

第１４条に次の１項を加える。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担す

るものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

第１５条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、

同条第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市災害弔慰金の支給等に関する条例第１４条

及び第１５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害

を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に

生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けに

ついては、なお従前の例による。 
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議案第２３号 
 
 

さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 
 
 
 さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を別紙のとおり改正するこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規

定に基づき、議会の議決を求める。 
 
 

平成３１年２月２１日提出 
 
さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１４年さぬき市条例第１３６

号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

円

２００

３００

４００

２００

３００

４００

１，０００

１，５００

２，０００

３００

５００

１，０００

       」を 

「 

円

２０３

３０５

４０７

２０３

３０５

４０７

１，０１８

１，５２７

２，０３６

３０５

５０９

１，０１８

       」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の

規定は、この条例の施行の日以後に徴収される一般廃棄物の収集、運搬及び処分

に係る手数料について適用し、同日前に徴収された一般廃棄物の収集、運搬及び

処分に係る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第２４号 

 

 

さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 

さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例の一部を別紙のとおり改正する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規

定に基づき、議会の議決を求める。 
 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

  



44 

さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例（平成１８年さぬき市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

別表２トン車の項中「１，３３０円」を「１，３５０円」に改め、同表４トン車

の項中「２，６７０円」を「２，７１０円」に改め、同表１０トン車の項中「６，

５８０円」を「６，７００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例別表

の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適

用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。 
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議案第２５号 

 

 

さぬき市港湾管理条例の一部改正について 

 

 

さぬき市港湾管理条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を

求める。 
 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市港湾管理条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市港湾管理条例（平成１９年さぬき市条例第４４号）の一部を次のように

改正する。 

別表のうち１ 港湾施設使用料(1) 志度港港湾施設の表中 

「 

５．０４

２．９７

４．４５

」を 

「 

５．１３

３．０２

４．５３

」に改める。 

別表のうち１ 港湾施設使用料(2) 津田港港湾施設の表中 

「 

１５．４２

２７７．７１

３．０８

５．１４

９２．５７

」を 

「 

１５．７

２８２．８５

３．１３

５．２３

９４．２８

」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市港湾管理条例別表のうち１ 港湾施設使用
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料の表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料につ

いて適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例

による。 
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議案第２６号 

 

さぬき市国民宿舎施設条例の一部改正について 

 

 

さぬき市国民宿舎施設条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民宿舎施設条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市国民宿舎施設条例（平成１４年さぬき市条例第１７３号）の一部を次の

ように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

  国民宿舎利用料金上限額 

 １ 宿泊利用料金（１人１泊につき） 

利用区分 １室１人

利用 

１室２人

利用 

１室３人

利用 

１室４人

利用 

１室５人

以上利用 

  円 円 円 円 

５人目から

１人当たり

６，５００

円以内の額

を加算する

ことができ

る。 

洋室 

大人 ９，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ 

小学生 ― ５，０００ ５，０００ ５，０００ 

幼児 ― ２，５００ ２，５００ ２，５００ 

和室（トイ

レ付き） 

大人 ９，０００ ６，０００ ６，０００ ６，０００ 

小学生 ― ５，０００ ５，０００ ５，０００ 

幼児 ― ２，５００ ２，５００ ２，５００ 

和 室 （ 浴

室・トイレ

付き） 

大人 ９，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ 

小学生 ― ５，５００ ５，５００ ５，５００ 

幼児 ― ２，７５０ ２，７５０ ２，７５０ 

 備考 

  １ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

  ２ 「小学生」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準じる者をいう。 

  ３ 「幼児」とは、３歳以上の未就学の者をいう。 

  ４ ３歳未満の者の利用料金は、無料とする。 

  ５ 宿泊利用料金は、飲食料金を含まない。 

  ６ 宿泊利用者の入浴料金は、無料とする。 

  ７ １室における利用人数は、部屋の規模により制限することができる。 

  ８ 次に掲げる日は、利用料金１人１泊につき、３，０００円以内の額を加算

することができる。 

   (1) ４月２８日から５月５日までの日及び１２月２８日から翌年１月５日

までの日 

   (2) ７月２０日から８月３１日までの日 

   (3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条の規定に

よる休日の前日（当該前日が金曜日又は日曜日の場合に限る。）及び土曜
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日 

   (4) 指定管理者が市長の承認を得て定める期間 

 ２ 会議室利用料金 

区分 広さ 利用時間区分 料金 

   円 

ロ イ ヤ ル

ホール 
１１０㎡ 

基本 ２時間まで １５，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ５，０００ 

シ ル ク ホ

ール 
１１０㎡ 

基本 ２時間まで １５，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ５，０００ 

ア ク ア ホ

ール 
５３㎡ 

基本 ２時間まで ８，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ２，５００ 

真珠の間 ３０㎡ 
基本 ２時間まで ５，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ２，０００ 

葵の間 ２８畳 
基本 ２時間まで ８，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ２，５００ 

琴の間 ２８畳 
基本 ２時間まで ８，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ２，５００ 

潮の間 ２４畳 
基本 ２時間まで ８，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ２，５００ 

白 砂 青 松

の間 
１０畳 

基本 ２時間まで ５，０００ 

延長 ２時間を超える１時間につき ２，０００ 

 備考 

  １ 会議室の利用可能時間は、午前９時から午後９時までとする。 

  ２ 会議室の利用可能時間以外の時間に会議室を利用したときは、利用時間１

時間につき、当該会議室の延長料金に１００分の１５０を乗じて得た額を支

払うものとする。 

  ３ 利用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを１時間として取り扱

うものとする。 

 ３ 飲食料金 

   料理及び飲食等に係る料金については、その諸経費等を勘案して、別に飲食

料金を定めることができる。 

 ４ 入浴料金（１人１回につき） 

区分 利用料金 

 円 

大人 ５００ 
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高齢者 ４００ 

小学生 ３００ 

 備考 

  １ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

  ２ 「高齢者」とは７０歳以上の者をいう。 

  ３ 「小学生」とは、小学校に在籍する児童及びこれに準じる者をいう。 

  ４ 未就学児の利用料金は、無料とする。 

 ５ その他の利用料金 

   宿泊利用の予約に係る予約金、配膳手数料、キャンセル料金、その他特別な

利用方法に係る利用料金等については、諸経費等を勘案した上で徴収すること

ができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市国民宿舎施設条例の規定は、この条例の施行

の日以後の国民宿舎の利用に係る料金について適用し、同日前までの国民宿舎の

利用に係る料金については、なお従前の例による。 
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議案第２７号 

 

さぬき市営住宅条例の一部改正について 

 

 

さぬき市営住宅条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市営住宅条例（平成１４年さぬき市条例第１８７号）の一部を次のように

改正する。 

第６条第１項第１号中「住所又は勤務場所を有する」を「住居を必要とする」に

改め、同項第５号中「市税」を「市町村税」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２８号 

 

 

瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の一部変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、

さぬき市と高松市との間において締結した瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の形成

に係る連携協約の一部を別冊のとおり変更することについて、同条第４項の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第２９号 

 

 

第２次さぬき市総合計画中期基本計画について 
 
 
 第２次さぬき市総合計画中期基本計画を別冊のとおり策定することについて、

さぬき市議会の議決事件に関する条例（平成１６年さぬき市条例第２９号）第２

条第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
 
 

平成３１年２月２１日提出 
 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第３０号 

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備を行うため、別紙のとおり総合整備計画を策

定することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措

置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 


